
長崎大学における内部統制システムを推進するための体制

内部統制担当理事
内部統制システムを統括し，
内部統制システムの整備を図る

内部統制推進部門 内部統制システムの整備を推進

内部統制システムに関し，
定期的に報告

内部統制委員会

学長、理事、副学長、事務局長
事務局の各部長等
オブザーバー：監事

監査室

連携

推進部門等からの内部統制システ
ムに関する報告及び職員へのモニ
タリングの結果に基づき，報告

監事

下記について審議する
・内部統制システムの改善策等に関すること
・内部統制システムにおけるモニタリング
体制に関すること。

・その他内部統制システムの整備の推進に
関する事項

教育研究評議会

役員会 必要に応じて付議

○内部統制を整備する目的（達成すべき４つの目的）
①業務の有効性及び効率性、②事業活動に関わる法令等の遵守、③資産の保全、④財務報告等の信頼性

○目的を達成するために必要とされる内部統制の構成（構成する６つの要素）
①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ICTへの対応

総務部総務課

内部統制推進責任者

学 長

内部統制システムが有効に機能してい
ることを継続的に確認するため

モニタリング重点
事項

日常


